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少
年
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
警
察
官
の
送
致
等
）

（
警
察
官
の
送
致
等
）

第
六
条
の
六

警
察
官
は
、
調
査
の
結
果
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

第
六
条
の
六

警
察
官
は
、
調
査
の
結
果
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
調
査
に
係
る
書
類
と
と
も
に
事

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
調
査
に
係
る
書
類
と
と
も
に
事

件
を
児
童
相
談
所
長
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

件
を
児
童
相
談
所
長
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
少
年
に
係
る
事
件
に
つ

一

第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
少
年
に
係
る
事
件
に
つ

い
て
、
そ
の
少
年
の
行
為
が
次
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
刑
罰
法

い
て
、
そ
の
少
年
の
行
為
が
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号

令
に
触
れ
る
も
の
で
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
。

に
掲
げ
る
罪
に
係
る
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
も
の
で
あ
る
と
思

イ

故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
罪

料
す
る
と
き
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は

短
期
二
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
罪

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
検
察
官
の
関
与
）

（
検
察
官
の
関
与
）

第
二
十
二
条
の
二

家
庭
裁
判
所
は
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に

第
二
十
二
条
の
二

家
庭
裁
判
所
は
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
少
年
に
係
る
事
件
で
あ
つ
て
、
死
刑
又
は
無
期
若
し
く

掲
げ
る
少
年
に
係
る
事
件
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
罪
の
も
の

は
長
期
三
年
を
超
え
る
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
の
も

に
お
い
て
、
そ
の
非
行
事
実
を
認
定
す
る
た
め
の
審
判
の
手
続

の
に
お
い
て
、
そ
の
非
行
事
実
を
認
定
す
る
た
め
の
審
判
の
手

に
検
察
官
が
関
与
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定

続
に
検
察
官
が
関
与
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決

を
も
つ
て
、
審
判
に
検
察
官
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

定
を
も
つ
て
、
審
判
に
検
察
官
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

。（
削
る
）

一

故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
罪

（
削
る
）

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
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短
期
二
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
罪

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
国
選
付
添
人
）

（
国
選
付
添
人
）

第
二
十
二
条
の
三

（
略
）

第
二
十
二
条
の
三

（
略
）

２

家
庭
裁
判
所
は
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
少
年
に

２

家
庭
裁
判
所
は
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
少
年
に

係
る
事
件
で
あ
つ
て
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
罪
の
も
の
又
は

係
る
事
件
で
あ
つ
て
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
罪
の
も
の
又

第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
少
年
に
係
る
事
件
で
あ
つ
て

は
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
少
年
に
係
る
事
件
で
あ
つ

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
罪
に
係
る
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
も
の

て
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
刑
罰
法
令
に
触
れ
る

に
つ
い
て
、
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
が
と
ら
れ
て
お

も
の
に
つ
い
て
、
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
が
と
ら
れ

り
、
か
つ
、
少
年
に
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
が
な
い
場
合
に
お

て
お
り
、
か
つ
、
少
年
に
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
が
な
い
場
合

い
て
、
事
案
の
内
容
、
保
護
者
の
有
無
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮

に
お
い
て
、
事
案
の
内
容
、
保
護
者
の
有
無
そ
の
他
の
事
情
を

し
、
審
判
の
手
続
に
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
が
関
与
す
る
必
要

考
慮
し
、
審
判
の
手
続
に
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
が
関
与
す
る

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
を
付
す
る

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
を
付

こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
死
刑
と
無
期
刑
の
緩
和
）

（
死
刑
と
無
期
刑
の
緩
和
）

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
十
一
条

（
略
）

２

罪
を
犯
す
と
き
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
に
対
し
て
は
、
無
期

２

罪
を
犯
す
と
き
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
に
対
し
て
は
、
無
期

刑
を
も
つ
て
処
断
す
べ
き
と
き
で
あ
つ
て
も
、
有
期
の
懲
役
又

刑
を
も
つ
て
処
断
す
べ
き
と
き
で
あ
つ
て
も
、
有
期
の
懲
役
又

は
禁
錮
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ

は
禁
錮
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
刑
は
、
十
年
以
上
二
十
年
以
下
に
お
い
て
言
い
渡
す
。

の
刑
は
、
十
年
以
上
十
五
年
以
下
に
お
い
て
言
い
渡
す
。

（
不
定
期
刑
）

（
不
定
期
刑
）

第
五
十
二
条

少
年
に
対
し
て
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
を
も
つ
て

第
五
十
二
条

少
年
に
対
し
て
長
期
三
年
以
上
の
有
期
の
懲
役
又

処
断
す
べ
き
と
き
は
、
処
断
す
べ
き
刑
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

は
禁
錮
を
も
つ
て
処
断
す
べ
き
と
き
は
、
そ
の
刑
の
範
囲
内
に

長
期
を
定
め
る
と
と
も
に
、
長
期
の
二
分
の
一
（
長
期
が
十
年

お
い
て
、
長
期
と
短
期
を
定
め
て
こ
れ
を
言
い
渡
す
。
但
し
、

を
下
回
る
と
き
は
、
長
期
か
ら
五
年
を
減
じ
た
期
間
。
次
項
に

短
期
が
五
年
を
越
え
る
刑
を
も
つ
て
処
断
す
べ
き
と
き
は
、
短

お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
短
期
を
定

期
を
五
年
に
短
縮
す
る
。

め
て
、
こ
れ
を
言
い
渡
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
長
期
は
十
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五
年
、
短
期
は
十
年
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

２

前
項
の
短
期
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

２

前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
言
い
渡
す
べ
き
刑
に
つ
い
て
は
、
短

少
年
の
改
善
更
生
の
可
能
性
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
特
に
必

期
は
五
年
、
長
期
は
十
年
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

要
が
あ
る
と
き
は
、
処
断
す
べ
き
刑
の
短
期
の
二
分
の
一
を
下

回
ら
ず
、
か
つ
、
長
期
の
二
分
の
一
を
下
回
ら
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
、
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
は
、
刑
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
仮
釈
放
）

（
仮
釈
放
）

第
五
十
八
条

少
年
の
と
き
懲
役
又
は
禁
錮
の
言
渡
し
を
受
け
た

第
五
十
八
条

少
年
の
と
き
懲
役
又
は
禁
錮
の
言
渡
し
を
受
け
た

者
に
つ
い
て
は
、
次
の
期
間
を
経
過
し
た
後
、
仮
釈
放
を
す
る

者
に
つ
い
て
は
、
次
の
期
間
を
経
過
し
た
後
、
仮
釈
放
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
言
い
渡
し
た
有
期
の

二

第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
言
い
渡
し
た
有
期
の

刑
に
つ
い
て
は
、
そ
の
刑
期
の
三
分
の
一

刑
に
つ
い
て
は
三
年

三

第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

三

第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
言
い
渡

定
に
よ
り
言
い
渡
し
た
刑
に
つ
い
て
は
、
そ
の
刑
の
短
期
の

し
た
刑
に
つ
い
て
は
、
そ
の
刑
の
短
期
の
三
分
の
一

三
分
の
一

２

（
略
）

２

（
略
）

（
仮
釈
放
期
間
の
終
了
）

（
仮
釈
放
期
間
の
終
了
）

第
五
十
九
条

（
略
）

第
五
十
九
条

（
略
）

２

少
年
の
と
き
第
五
十
一
条
第
二
項
又
は
第
五
十
二
条
第
一
項

２

少
年
の
と
き
第
五
十
一
条
第
二
項
又
は
第
五
十
二
条
第
一
項

若
し
く
は
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
期
の
刑

及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
期
の
刑
の
言
渡
し
を
受
け
た
者

の
言
渡
し
を
受
け
た
者
が
、
仮
釈
放
後
、
そ
の
処
分
を
取
り
消

が
、
仮
釈
放
後
、
そ
の
処
分
を
取
り
消
さ
れ
な
い
で
仮
釈
放
前

さ
れ
な
い
で
仮
釈
放
前
に
刑
の
執
行
を
受
け
た
期
間
と
同
一
の

に
刑
の
執
行
を
受
け
た
期
間
と
同
一
の
期
間
又
は
第
五
十
一
条

期
間
又
は
第
五
十
一
条
第
二
項
の
刑
期
若
し
く
は
第
五
十
二
条

第
二
項
の
刑
期
若
し
く
は
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

第
一
項
の
長
期
を
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
早
い
時

長
期
を
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
早
い
時
期
に
お
い

期
に
お
い
て
、
刑
の
執
行
を
受
け
終
わ
つ
た
も
の
と
す
る
。

て
、
刑
の
執
行
を
受
け
終
わ
つ
た
も
の
と
す
る
。



- -4

○

国
際
受
刑
者
移
送
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
共
助
刑
の
期
間
）

（
共
助
刑
の
期
間
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

受
入
受
刑
者
が
二
十
歳
に
満
た
な
い
と
き
に
共
助
刑
に
係
る
外

２

受
入
受
刑
者
が
二
十
歳
に
満
た
な
い
と
き
に
共
助
刑
に
係
る
外

国
刑
（
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
全
て
）
の
言
渡
し
を
受

国
刑
（
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
）
の
言
渡
し
を

け
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

受
け
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

、
同
項
第
二
号
中
「
三
十
年
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
年
」
と
す
る

は
、
同
項
第
二
号
中
「
三
十
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
年
」
と
す

。

る
。

（
仮
釈
放
の
特
則
）

（
仮
釈
放
の
特
則
）

第
二
十
二
条

二
十
歳
に
満
た
な
い
と
き
に
共
助
刑
に
係
る
外
国
刑

第
二
十
二
条

二
十
歳
に
満
た
な
い
と
き
に
共
助
刑
に
係
る
外
国
刑

（
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
全
て
）
の
言
渡
し
を
受
け
た

（
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
）
の
言
渡
し
を
受
け

受
入
受
刑
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
期
間
（
裁
判
国
に
お
い
て
当
該

た
受
入
受
刑
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
期
間
（
裁
判
国
に
お
い
て
当

外
国
刑
の
執
行
と
し
て
の
拘
禁
を
し
た
と
さ
れ
る
日
数
を
含
む
。

該
外
国
刑
の
執
行
と
し
て
の
拘
禁
を
し
た
と
さ
れ
る
日
数
を
含
む

）
を
経
過
し
た
後
、
仮
釈
放
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。
）
を
経
過
し
た
後
、
仮
釈
放
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

無
期
の
共
助
刑
に
つ
い
て
は
七
年

一

無
期
の
共
助
刑
に
つ
い
て
は
七
年

二

有
期
の
共
助
刑
に
つ
い
て
は
、
そ
の
刑
期
の
三
分
の
一

二

十
年
を
超
え
る
有
期
の
共
助
刑
に
つ
い
て
は
三
年

（
削
る
）

三

五
年
を
超
え
十
年
以
下
の
有
期
の
共
助
刑
に
つ
い
て
は
一
年

八
月

（
削
る
）

四

五
年
以
下
の
有
期
の
共
助
刑
に
つ
い
て
は
、
そ
の
刑
期
の
三

分
の
一

（
仮
釈
放
期
間
の
終
了
の
特
則
）

（
仮
釈
放
期
間
の
終
了
の
特
則
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
受
入
受
刑
者
が
有
期
の
共
助
刑
に
つ

２

第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
受
入
受
刑
者
が
有
期
の
共
助
刑
に
つ

い
て
の
仮
釈
放
後
、
そ
の
処
分
を
取
り
消
さ
れ
な
い
で
仮
釈
放
前

い
て
の
仮
釈
放
後
、
そ
の
処
分
を
取
り
消
さ
れ
な
い
で
仮
釈
放
前

に
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
た
期
間
（
裁
判
国
に
お
い
て
受
入
移
送

に
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
た
期
間
（
裁
判
国
に
お
い
て
受
入
移
送
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犯
罪
に
係
る
確
定
裁
判
に
お
い
て
言
い
渡
さ
れ
た
外
国
刑
の
執
行

犯
罪
に
係
る
確
定
裁
判
に
お
い
て
言
い
渡
さ
れ
た
外
国
刑
の
執
行

と
し
て
の
拘
禁
を
し
た
と
さ
れ
る
日
数
を
含
む
。
）
と
同
一
の
期

と
し
て
の
拘
禁
を
し
た
と
さ
れ
る
日
数
を
含
む
。
）
と
同
一
の
期

間
又
は
共
助
刑
の
刑
期
を
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
早

間
又
は
共
助
刑
の
刑
期
を
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
早

い
時
期
に
お
い
て
、
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
終
わ
っ
た
も
の
と
す

い
時
期
に
お
い
て
、
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
終
わ
っ
た
も
の
と
す

る
。

る
。
た
だ
し
、
共
助
刑
の
刑
期
が
三
年
に
満
た
な
い
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。
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○

更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
所
掌
事
務
）

（
所
掌
事
務
）

第
十
六
条

地
方
更
生
保
護
委
員
会
（
以
下
「
地
方
委
員
会
」
と
い

第
十
六
条

地
方
更
生
保
護
委
員
会
（
以
下
「
地
方
委
員
会
」
と
い

う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
五
十
二

五

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
五
十
二

条
第
一
項
又
は
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
言
い

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
言
い
渡
さ
れ
た
刑
（
以

渡
さ
れ
た
刑
（
以
下
「
不
定
期
刑
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

下
「
不
定
期
刑
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
執
行
を
受
け

そ
の
執
行
を
受
け
終
わ
っ
た
も
の
と
す
る
処
分
を
す
る
こ
と
。

終
わ
っ
た
も
の
と
す
る
処
分
を
す
る
こ
と
。

六
～
九

（
略
）

六
～
九

（
略
）


